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事務官等の等級別定数の管理運用に関する訓令を次のように定める。
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事務官等の級別定数の管理運用に関する訓令
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昭和４６年 ５月３１日防衛庁訓令第２８号 平成１３年 １月 ６日防衛庁訓令第 ２号

昭和４７年 ５月２３日防衛庁訓令第２８号 平成１３年 ３月３０日防衛庁訓令第 ４９号

昭和４７年 ５月２３日防衛庁訓令第２９号 平成１４年 ２月２７日防衛庁訓令第 ２号

昭和４８年 ４月１２日防衛庁訓令第２２号 平成１４年 ３月２９日防衛庁訓令第 ３２号

昭和４８年１１月２７日防衛庁訓令第６０号 平成１５年 ３月２８日防衛庁訓令第 ３８号

昭和４９年 ４月１１日防衛庁訓令第２６号 平成１６年 ４月 １日防衛庁訓令第 ３８号

昭和５０年 ４月 ２日防衛庁訓令第２２号 平成１７年 ４月 １日防衛庁訓令第 ５０号

昭和５１年 ５月１０日防衛庁訓令第１０号 平成１７年 ７月２９日防衛庁訓令第 ６３号

昭和５２年 ５月 ２日防衛庁訓令第２０号 平成１８年 ３月２７日防衛庁訓令第 １２号

昭和５３年 ４月 ５日防衛庁訓令第２０号 平成１８年 ４月 １日防衛庁訓令第 ６２号

昭和５４年 ４月 ４日防衛庁訓令第１６号 平成１８年 ７月２８日防衛庁訓令第 ８３号

昭和５５年 ４月 ５日防衛庁訓令第１９号 平成１９年 １月 ５日防衛庁訓令第 １号

昭和５６年 ４月 ３日防衛庁訓令第１７号 平成１９年 ３月３０日防衛省訓令第 ２８号

昭和５７年 ４月 ６日防衛庁訓令第 ８号 平成１９年 ８月３０日防衛省訓令第１４５号

昭和５８年 ４月 ５日防衛庁訓令第１４号 平成２０年 ３月３１日防衛省訓令第 ２７号

昭和５９年 ４月１１日防衛庁訓令第２４号 平成２０年１２月２６日防衛省訓令第 ５５号

昭和６０年 ４月 ６日防衛庁訓令第１８号 平成２１年 ３月２７日防衛省訓令第 ２２号

昭和６０年 ４月 ６日防衛庁訓令第１９号 平成２２年 ３月２５日防衛省訓令第 ８号

昭和６０年１２月２１日防衛庁訓令第４２号 平成２２年 ４月 １日防衛省訓令第 １５号

昭和６１年 ４月 ５日防衛庁訓令第２１号 平成２３年 ４月 １日防衛省訓令第 １６号

昭和６２年 ５月２１日防衛庁訓令第２５号 平成２３年 ８月３０日防衛省訓令第 ３２号

昭和６３年 ４月 ８日防衛庁訓令第２８号 平成２４年 ４月 ６日防衛省訓令第 １５号

平成 元年 ３月１４日防衛庁訓令第 ８号 平成２４年 ７月１１日防衛省訓令第 ２６号

平成 元年 ５月２９日防衛庁訓令第４６号 平成２５年 ３月２２日防衛省訓令第 １６号

平成 ２年 ６月 ８日防衛庁訓令第２９号 平成２５年 ５月１６日防衛省訓令第 ３７号

平成 ３年 ４月１２日防衛庁訓令第２５号 平成２６年 ３月３１日防衛省訓令第 ２２号

平成 ４年 ４月１０日防衛庁訓令第３０号 平成２６年 ７月２４日防衛省訓令第 ４０号

平成 ４年 ８月１０日防衛庁訓令第５３号 平成２６年 ７月３１日防衛省訓令第 ６０号

平成 ５年 ４月 １日防衛庁訓令第３５号 平成２７年 ４月１０日防衛省訓令第 ２０号

平成 ６年 ６月２４日防衛庁訓令第３４号 平成２７年１０月 １日防衛省訓令第 ３９号

平成 ７年 ３月２７日防衛庁訓令第１０号 平成２８年 １月２９日防衛省訓令第 ３号

平成 ８年 ５月１１日防衛庁訓令第２９号 平成２８年 ３月３１日防衛省訓令第 ３４号

平成 ８年 ９月２５日防衛庁訓令第４７号 平成２８年 ９月 ７日防衛省訓令第 ５４号

平成 ８年 ９月２５日防衛庁訓令第４８号 平成２９年 ３月３１日防衛省訓令第 ２８号

平成 ９年 １月１７日防衛庁訓令第 １号 平成３０年 ３月２６日防衛省訓令第 １５号

平成 ９年 ４月 １日防衛庁訓令第１６号 平成３０年 ３月３０日防衛省訓令第 ２６号



改 正（続き）

平成３１年 ３月２９日防衛省訓令第１８号 令和 ６年 ６月２７日防衛省訓令第２６６号

令和 ２年 ３月３０日防衛省訓令第１９号

令和 ２年 ６月２９日防衛省訓令第３７号

令和 ３年 ３月３１日防衛省訓令第１８号

令和 ３年 ７月 １日防衛省訓令第４５号

令和 ３年 ８月２６日防衛省訓令第５１号

令和 ４年 ３月３１日防衛省訓令第４３号

令和 ５年 ３月２９日防衛省訓令第１７号

令和 ６年 ３月２９日防衛省訓令第５０号

（趣旨）

第１条 この訓令は、防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和 27 年法律第 266 号）第４

条の２第２項に規定する事務官等（以下「事務官等」という。）の職務の級ごとの定数（以

下「級別定数」という。）の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

（級別定数）

第２条 事務官等のうち、常勤の職員の級別定数は別表第１から別表第２４までに、定年前再

任用短時間勤務職員の級別定数は別表第２５から別表第４５までに、それぞれ定めるとおり

とする。

（級別定数の管理）

第３条 級別定数は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者（以下「定数管理者」

という。）が管理する。

(1) 防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会及び地方防衛局に係る級別定数並びに次号か

ら第１０号までに掲げる級別定数のうち別表第４６に掲げる各俸給表の職務の級及びそ

れより上位の職務の級（次条第２項において「４級以上」という。）に属するもの 防

衛大臣

(2) 防衛大学校に係る級別定数（防衛大臣を定数管理者とするものを除く。次号から第

１０号までにおいて同じ。） 防衛大学校長

(3) 防衛医科大学校に係る級別定数 防衛医科大学校長

(4) 防衛研究所に係る級別定数 防衛研究所長

(5) 統合幕僚監部に係る級別定数 統合幕僚長

(6) 陸上自衛隊に係る級別定数 陸上幕僚長

(7) 海上自衛隊に係る級別定数 海上幕僚長

(8) 航空自衛隊に係る級別定数 航空幕僚長

(9) 情報本部に係る級別定数 情報本部長

(10) 防衛監察本部に係る級別定数 防衛監察監

(11) 防衛装備庁に係る級別定数 防衛装備庁長官

（級別定数の流用）

第４条 級別定数は、次に掲げる場合のほか、流用してはならない。

(1) 別表第１から別表第２４までの定数管理者が管理する各別表内又は別表間において、

１の職名における上位の職務の級について定める級別定数に欠員がある場合で、その欠

員数の範囲内で、その定数をその職名における下位の職務の級の定数に流用するとき。

(2) 別表第４７甲欄又は別表第４８甲欄に掲げるそれぞれの職名に対応する職務の級に欠

員がある場合で、その欠員数の範囲内で、その定数を乙欄に掲げる職名に対応する職務

の定数に流用するとき。

２ 流用の決定は、定数管理者が行う。ただし、防衛大臣以外の定数管理者が行う防衛本省に

おける４級以上の級別定数の流用及び別表第４８の異なる俸給表間における級別定数の流用

については、あらかじめ、別記様式第１により、防衛大臣に承認を申請し、その承認を受け

なければならない。



（暫定的な級別定数）

第５条 事務官等が一時的に暫定の官職を占める場合又は１の官職若しくはこれと同等以上と

認められる２以上の官職を長期間占めた場合で、特にその者の職務の特殊性又はその者の知

識経験を考慮し、別表第１から別表第２４までの各別表ごとの級別定数の範囲を超えてその

者の職務の級を決定することがやむを得ないと認められるときは、暫定的な級別定数を防衛

大臣が定める。

２ 防衛大臣以外の定数管理者は、暫定的な級別定数の設定を必要と認める場合には、別記様

式第２により防衛大臣に上申することができる。

（級別定数管理簿）

第６条 定数管理者は、級別定数の管理運用の適正を期するため、別表第１から別表第４５ま

での各別表ごとに、別記様式第３による級別定数管理簿を作成し、整理しなければならな

い。

（委任規定）

第７条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、定数管理者が定

めることができる。

附 則

１ この訓令は、昭和 42 年 6 月 1 日から施行する。

２ 事務官等の級別定数に関する内訓（昭和 40 年防衛庁内訓第 4 号）は廃止する。

附 則（令和 6 年 6 月 27 日防衛省訓令第 266 号）

（施行期日）

この訓令は、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。



　 別表第１ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 防衛省本省の内部部局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 課 長 41 8 29 4

俸 給 表 （一） 課 長 補 佐 3 2 1

係 長 205 91 114

主 任 80 7 73

部 員 802 41 78 200 132 113 238

専 門 職 69 4 5 8 15 37

一 般 職 員 104 30 74

計 1,304 8 29 49 83 202 141 219 396 103 74

行 政 職 技 能 労 務 職 員 74 4 29 41

俸 給 表 （二） 計 74 4 29 41

研 究 職 部 長 等 研 究 員 7 3 1 3

俸 給 表 計 7 3 1 3

専門スタッフ職 専 門 職 13 1 12

俸 給 表 計 13 1 12

備考

　１ 　行政職俸給表（一）の「課長」には、大臣官房に置かれる参事官、訟務管理官、防衛政策局に置かれる参事官、

 　　建設制度官、施設整備官、提供施設計画官、服務管理官及び衛生官を含む。

　２ 　行政職俸給表（一）の「課長補佐」は、図書館長、警備班長及び施設管理班長を示す。

  ３ 　行政職俸給表（一）の「専門職」には、図書館長補佐及び庁舎管理室長を含む。

　 別表第２   （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 防衛人事審議会

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 専 門 職 1 1

俸 給 表 （一） 計 1 1

内　部　部　局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

防 衛 人 事 審 議 会 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第３ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 防衛大学校

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 部 長 1 1

俸 給 表 （一） 課 長 7 1 2 4

課 長 補 佐 21 15 6

係 長 58 27 31

主 任 22 17 5

専 門 職 20 5 1 6 7 1

一 般 職 員 41 36 5

計 170 2 2 9 16 12 34 49 41 5

行 政 職 技 能 労 務 職 員 24 1 16 7

俸 給 表 （二） 計 24 1 16 7

教 育 職 教 授 153 1 152

俸 給 表 （一） 准 教 授 120 103 17

助 教 1 1

計 274 1 152 103 17 1

医 療 職 医 師 3 2 1

俸 給 表 （一） 計 3 2 1

医 療 職 薬 剤 師 1 1

俸 給 表 （二） 栄 養 士 2 1 1

医 療 技 術 員 4 1 2 1

計 7 2 1 2 2

医 療 職 看 護 師 長 2 1 1

俸 給 表 （三） 看 護 師 4 4

計 6 1 1 4

 備考

 　１ 　行政職俸給表（一）の「課長」には、総合情報図書館事務長を含む。

 　２ 　行政職俸給表（一）の「課長補佐」には、事務長補佐、室長補佐及び班長を含む。

　 ３　 行政職俸給表（一）の「専門職」には、室長を含む。

　 ４   教育職俸給表（一）の「教授」には、教務部長、研究科長、入試統括官、センター長、室長、部門長、グループ長、

      先端学術推進機構長、総合情報図書館長、学術情報官、学群長、学科長及び部門員を含む。

　 ５ 　教育職俸給表（一）の「准教授」には、調査官、調整官、講師、室員、部門員及びグループ員を含む。

　 ６　 医療職俸給表（一）の「医師」には、室長を含む。

　 ７　 医療職俸給表（三）の「看護師」には、保健師を含む。

防 衛 大 学 校 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第４ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 防衛医科大学校

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 部 長 3 2 1

俸 給 表 （一） 課 長 9 1 2 6

課 長 補 佐 16 16

係 長 52 34 18

主 任 18 12 6

専 門 職 31 4 1 10 5 11

一 般 職 員 4 4

計 133 3 3 10 17 10 39 41 6 4

行 政 職 技 能 労 務 職 員 9 5 4

俸 給 表 （二） 計 9 5 4

教 育 職 教 授 55 55

俸 給 表 （一） 准 教 授 134 51 83

助 教 98 98

計 287 55 51 83 98

医 療 職 薬 剤 部 長 1 1

俸 給 表 （二） 薬 剤 師 20 1 2 6 8 3

栄 養 士 4 1 1 2

医 療 技 術 員 76 2 4 13 18 39

計 101 1 3 7 20 28 42

医 療 職 総 看 護 師 長 1 1

俸 給 表 （三） 副 総 看 護 師 長 4 4

看 護 師 長 64 22 42

看 護 師 386 386

計 455 1 4 22 42 386

 備考

 　１ 　行政職俸給表（一）の「課長」には、医学教育研修センター事務長を含む。

 　２ 　行政職俸給表（一）の「課長補佐」には、室長補佐、事務長補佐及び防衛医学研究センター事務長を含む。

　 ３　 行政職俸給表（一）の「専門職」には、主任会計監査官、病院企画調整官及び室長を含む。

　 ４   教育職俸給表（一）の「教授」には、部長、医学教育研修センター長、医学教育開発官、図書館長、看護学科長、

　　　副院長及び防衛医学研究センター長を含む。

　 ５　 教育職俸給表（一）の「准教授」には、副部長及び講師を含む。

　 ６　 医療職俸給表（二）の「薬剤師」には、薬剤部副部長を含む。

　 ７　 医療職俸給表（二）の「医療技術員」には、技師長及び副技師長を含む。

　 ８　 医療職俸給表（三）の「総看護師長」は看護部長、「副総看護師長」は地域医療連携室副室長及び看護部副部長を

　　　示す。

　 ９   医療職俸給表（三）の「看護師長」には、副看護師長を含む。

　 10   医療職俸給表（三）の「看護師」には、保健師を含む。

防衛医科大学校 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第５ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 防衛研究所

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 部 長 1 1

俸 給 表 （一） 課 長 3 2 1

課 長 補 佐 7 7

係 長 14 13 1

主 任 3 2 1

専 門 職 10 2 2 1 3 2

一 般 職 員 1 1

計 39 1 2 3 9 1 16 5 1 1

研 究 職 部 長 等 研 究 員 52 1 17 20 14

俸 給 表 研 究 員 9 9

研 究 補 助 員 1 1

計 62 1 17 20 14 9 1

 備考

 　１ 　行政職俸給表（一）の「課長補佐」には、班長を含む。

　 ２　 研究職俸給表の「部長等研究員」には、研究幹事、研究官、室長、戦史研究センター長及び調整官を含む。

　 別表第６ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 統合幕僚監部

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 課 長 1 1

俸 給 表 （一） 課 長 補 佐 8 6 2

係 長 14 6 8

主 任 17 16 1

専 門 職 89 1 3 3 2 13 13 54

一 般 職 員 1 1

計 130 1 4 3 8 15 19 78 1 1

研 究 職 部 長 等 研 究 員 11 2 1 8

俸 給 表 研 究 員 1 1

計 12 2 1 8 1

 備考

 　１ 　行政職俸給表（一）の「課長補佐」は、班長及びグループ長を示す。

　 ２ 　行政職俸給表（一）の「専門職」には、会計室長を含む。

　 ３ 　研究職俸給表の「部長等研究員」には、サイバー技術管理専門官を含む。

　 別表第７ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 統合幕僚監部

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 主 任 13 13

俸 給 表 （一） 専 門 職 58 2 13 43

計 71 2 13 43 13

行 政 職 技 能 労 務 職 員 1 1

俸 給 表 （二） 計 1 1

研 究 職 部 長 等 研 究 員 3 3

俸 給 表 研 究 員 3 3

計 6 3 3

防 衛 研 究 所 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

統 合 幕 僚 監 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

直　轄　部　隊 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第８ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 陸上自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 室 長 2 1 1

俸 給 表 （一） 班 長 2 2

係 長 8 8

主 任 24 17 7

専 門 職 208 39 38 52 79

一 般 職 員 13 11 2

計 257 1 3 39 38 60 96 18 2

研 究 職 部 長 等 研 究 員 1 1

俸 給 表 研 究 員 2 1 1

計 3 1 1 1

医 療 職 栄 養 士 1 1

俸 給 表 （二） 計 1 1

　 別表第９ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 陸上自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

自 衛 隊 教 官 教 官 76 1 75

俸     給     表 計 76 1 75

行 政 職 本 部 長 3 3

俸 給 表 （一） 副 本 部 長 47 9 18 20

部 長 3 1 1 1

副 部 長 1 1

 セ ン タ ー 長 1 1

課 長 159 4 115 40

科 長 213 84 72 57

室 長 6 6

工 場 長 11 11

班 長 546 9 196 219 122

係 長 786 116 670

主 任 918 292 626

専 門 職 1,191 4 2 21 150 368 646

一 般 職 員 186 104 82

計 4,071 1 17 33 260 458 760 1730 730 82

行 政 職 技 能 労 務 職 員 2,394 58 707 1330 276 23

俸 給 表 （二） 計 2,394 58 707 1330 276 23

研 究 職 部 長 等 研 究 員 1 1

俸 給 表 研 究 員 27 5 11 11

計 28 1 5 11 11

医 療 職 医 師 1 1

俸 給 表 （一） 計 1 1

医 療 職 薬 剤 師 24 6 5 5 8

俸 給 表 （二） 栄 養 士 153 6 33 55 59

医 療 技 術 員 196 3 9 88 86 10

計 373 15 47 148 153 10

医 療 職 看 護 師 長 35 9 26

俸 給 表 （三） 看 護 師 36 36

計 71 9 26 36

 備考

 　１ 　自衛隊教官俸給表の「教官」には、副校長及び主任教諭を含む。

　 ２　 行政職俸給表（一）の「係長」には、地方協力本部出張所副所長を含む。

陸 上 幕 僚 監 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

地 方 機 関 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第１０ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 海上自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 室 長 1 1

俸 給 表 （一） 班 長 6 6

係 長 5 5

主 任 20 13 7

専 門 職 223 3 30 30 40 120

一 般 職 員 15 15

計 270 1 9 30 30 45 133 22

研 究 職 部 長 等 研 究 員 4 4

俸 給 表 研 究 員 17 4 3 10

計 21 4 4 3 10

　 別表第１１ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 海上自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

自 衛 隊 教 官 教 官 1 1

俸 給 表 計 1 1

行 政 職 部 長 12 4 8

俸 給 表 （一） セ  ン  タ  ー  長 2 1 1

課 長 41 2 39

科 長 88 44 44

室 長 9 9

班 長 91 1 28 39 23

係 長 486 169 317

主 任 507 177 330

専 門 職 441 2 1 15 80 62 281

一 般 職 員 233 144 89

計 1,910 6 12 109 152 270 798 474 89

行 政 職 技 能 労 務 職 員 348 18 204 119 7

俸 給 表 （二） 計 348 18 204 119 7

研 究 職 部 長 等 研 究 員 2 2

俸 給 表 研 究 員 50 3 15 32

計 52 2 3 15 32

医 療 職 医 師 3 3

俸 給 表 （一） 計 3 3

医 療 職 薬 剤 師 10 1 3 6

俸 給 表 （二） 栄 養 士 42 12 12 18

医 療 技 術 員 70 1 17 51 1

計 122 14 32 75 1

医 療 職 総 看 護 師 長 5 5

俸 給 表 （三） 看 護 師 長 28 11 17

看 護 師 114 114

計 147 5 11 17 114

 備考 　医療職俸給表（三）の「総看護師長」は、看護課長を示す。

海 上 幕 僚 監 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

地　方　機　関 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第１２ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 航空自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 室 長 1 1

俸 給 表 （一） 班 長 6 5 1

係 長 5 5

主 任 27 14 13

専 門 職 191 2 35 34 46 74

一 般 職 員 5 3 2

計 235 1 7 36 34 51 88 16 2

研 究 職 部 長 等 研 究 員 4 4

俸 給 表 研 究 員 15 3 4 8

計 19 4 3 4 8

　 別表第１３ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 航空自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

自 衛 隊 教 官 教 官 3 3

俸     給     表 計 3 3

行 政 職 部 長 2 2

俸 給 表 （一） 課 長 34 5 29

科 長 7 7

室 長 10 3 7

班 長 244 4 100 107 33

係 長 315 16 299

主 任 538 224 314

専 門 職 367 2 1 25 70 76 193

一 般 職 員 201 129 72

計 1,718 4 9 72 170 199 749 443 72

行 政 職 技 能 労 務 職 員 497 18 188 287 4

俸 給 表 （二） 計 497 18 188 287 4

研 究 職 部 長 等 研 究 員 9 9

俸 給 表 研 究 員 83 9 25 49

計 92 9 9 25 49

医 療 職 栄 養 士 44 9 15 20

俸 給 表 （二） 医 療 技 術 員 64 31 29 4

計 108 9 46 49 4

医 療 職 総 看 護 師 長 3 3

俸 給 表 （三） 看 護 師 長 32 11 21

看 護 師 130 129 1

計 165 3 11 21 129 1

 備考 　医療職俸給表（三）の「総看護師長」は、看護課長を示す。

航 空 幕 僚 監 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

地　方　機　関 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第１４ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 情報本部

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 部 長 2 2

俸 給 表 （一） 副 部 長 2 2

課 長 17 2 7 8

班 長 23 1 22

係 長 6 3 3

主 任 29 8 21

専 門 職 399 1 4 28 45 86 235

一 般 職 員 153 129 24

計 631 5 9 13 50 45 89 246 150 24

行 政 職 技 能 労 務 職 員 19 1 2 12 4

俸 給 表 （二） 計 19 1 2 12 4

研 究 職 部 長 等 研 究 員 25 3 9 13

俸 給 表 研 究 員 39 3 36

研 究 補 助 員 1 1

計 65 3 9 16 36 1

 備考

 　１ 　行政職俸給表（一）の「課長」には、情報官を含む。

 　２ 　行政職俸給表（一）の「専門職」には、情報保全官及び室長を含む。

　 ３　 研究職俸給表の「部長等研究員」には、副部長、課長、室長及び情報専門官を含む。

　 別表第１５ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 防衛監察本部

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 課 長 2 1 1

俸 給 表 （一） 課 長 補 佐 2 2

係 長 5 4 1

主 任 2 2

専 門 職 23 1 2 2 7 1 10

一 般 職 員 1 1

計 35 1 1 1 2 4 7 5 11 2 1

行 政 職 技 能 労 務 職 員 1 1

俸 給 表 （二） 計 1 1

 備考

 　１ 　行政職俸給表（一）の「課長」には、統括監察官を含む。

　 ２ 　行政職俸給表（一）の「課長補佐」には、企画室室長補佐を含む。

　 ３ 　行政職俸給表（一）の「専門職」には、企画室長及び班長を含む。

情　報　本　部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

防 衛 監 察 本 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第１６ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 次 長 1 1

俸 給 表 （一） 部 長 4 2 2

部 次 長 2 2

課 長 、 室 長 14 3 11

課 長 補 佐 29 24 5

係 長 60 28 32

主 任 11 2 9

専 門 職 27 1 6 3 8 9

支 局 長 1 1

支 局 次 長 1 1

支 局 課 長 4 4

支 局 課 長 補 佐 5 4 1

支 局 係 長 13 5 8

支 局 専 門 職 3 1 2

事務所長､出張所長 1 1

事 務 所 次 長 1 1

事務所係長､出張所係長 2 2

一 般 職 員 13 13

計 192 3 3 7 22 33 51 51 9 13

行 政 職 技 能 労 務 職 員 2 2

俸 給 表 （二） 計 2 2

　 別表第１７ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 部 長 3 2 1

俸 給 表 （一） 部 次 長 2 1 1

課 長 、 室 長 15 3 12

課 長 補 佐 38 30 8

係 長 78 29 49

主 任 12 1 11

専 門 職 27 1 6 3 13 4

事務所長､出張所長 1 1

事 務 所 次 長 1 1

事 務 所 課 長 2 2

事務所係長､出張所係長 6 2 4

事 務 所 専 門 職 8 1 2 3 2

一 般 職 員 17 9 8

計 210 2 2 6 20 37 55 60 20 8

行 政 職 技 能 労 務 職 員 1 1

俸 給 表 （二） 計 1 1

北海道防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

東北防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第１８ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 次 長 1 1

俸 給 表 （一） 部 長 5 4 1

部 次 長 2 2

課 長 、 室 長 18 4 14

課 長 補 佐 59 2 49 8

係 長 130 63 67

主 任 14 5 9

専 門 職 82 1 14 14 17 36

事務所長､出張所長 6 3 2 1

事 務 所 次 長 2 2

事 務 所 課 長 2 2

事務所係長､出張所係長 16 9 7

事 務 所 専 門 職 11 1 5 3 2

一 般 職 員 32 24 8

計 380 5 3 8 35 71 100 117 33 8

行 政 職 技 能 労 務 職 員 2 2

俸 給 表 （二） 計 2 2

　 別表第１９ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 次 長 1 1

俸 給 表 （一） 部 長 4 3 1

部 次 長 4 2 2

労 務 管 理 官 1 1

課 長 、 室 長 19 5 14

課 長 補 佐 66 1 43 22

係 長 120 42 78

主 任 17 4 13

専 門 職 71 1 16 14 20 20

事務所長､出張所長 5 2 3

事 務 所 次 長 4 1 3

事 務 所 課 長 4 4

事務所係長､出張所係長 15 7 8

事 務 所 専 門 職 10 2 8

一 般 職 員 29 22 7

計 370 4 3 11 35 66 99 110 35 7

行 政 職 技 能 労 務 職 員 3 3

俸 給 表 （二） 計 3 3

北関東防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

南関東防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第２０ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 次 長 1 1

俸 給 表 （一） 部 長 3 2 1

部 次 長 3 1 2

課 長 、 室 長 14 2 12

課 長 補 佐 35 2 23 10

係 長 57 22 35

主 任 13 1 12

専 門 職 42 1 9 5 17 10

支 局 長 1 1

支 局 次 長 1 1

支 局 課 長 6 1 5

支 局 課 長 補 佐 15 1 9 5

支 局 係 長 19 10 9

支 局 専 門 職 22 1 3 4 6 8

事務所長､出張所長 2 2

事 務 所 次 長 3 1 1 1

事務所係長､出張所係長 6 1 5

事 務 所 専 門 職 4 1 1 2

一 般 職 員 18 5 13

計 265 4 2 9 35 43 72 70 17 13

行 政 職 技 能 労 務 職 員 1 1

俸 給 表 （二） 計 1 1

　 別表第２１ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 部 長 3 3

俸 給 表 （一） 部 次 長 3 1 2

課 長 、 室 長 15 4 11

課 長 補 佐 33 19 14

係 長 84 24 60

主 任 16 3 13

専 門 職 38 1 6 9 11 11

事務所長､出張所長 4 1 3

事 務 所 次 長 4 1 3

事 務 所 課 長 2 2

事務所係長､出張所係長 7 2 5

事 務 所 専 門 職 4 1 2 1

一 般 職 員 19 10 9

計 232 3 1 8 21 33 54 80 23 9

近畿中部防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

中国四国防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第２２ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　　  組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 次 長 1 1

俸 給 表 （一） 部 長 4 4

部 次 長 5 2 3

課 長 、 室 長 15 4 11

課 長 補 佐 42 30 12

係 長 92 35 57

主 任 25 25

専 門 職 40 1 6 8 6 19

支 局 長 2 2

支 局 課 長 7 1 6

支 局 課 長 補 佐 17 8 9

支 局 係 長 35 6 29

支 局 専 門 職 33 2 2 2 1 26

事務所長､出張所長 4 1 3

事 務 所 次 長 3 2 1

事 務 所 課 長 2 2

事務所係長､出張所係長 10 1 9

事 務 所 専 門 職 3 1 1 1

一 般 職 員 34 14 20

計 374 7 2 12 29 53 72 140 39 20

行 政 職 技 能 労 務 職 員 2 1 1

俸 給 表 （二） 計 2 1 1

　 別表第２３ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 次 長 2 1 1

俸 給 表 （一） 部 長 4 4

部 次 長 8 3 5

労 務 管 理 官 1 1

課 長 、 室 長 24 5 19

課 長 補 佐 91 1 45 45

係 長 182 7 175

主 任 42 42

専 門 職 79 1 8 7 19 44

事務所長､出張所長 3 1 2

事 務 所 次 長 1 1

事 務 所 課 長 2 2

事務所課長補佐 6 6

事務所係長､出張所係長 28 28

事 務 所 専 門 職 7 1 2 4

一 般 職 員 87 61 26

計 567 1 5 4 12 30 56 79 251 103 26

沖縄防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

九州防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第２４ （第２条、第４条、第５条、第６条関係）

　 　 組織　 防衛装備庁

部　　局

俸　給　表 職　　　名 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 部 長 1 1

俸 給 表 （一） 課 長 29 2 18 7 2

課 長 補 佐 216 5 123 88

副 場 長 3 3

係 長 117 51 66

主 任 77 34 43

専 門 職 444 20 35 9 62 86 232

一 般 職 員 82 51 31

計 969 2 18 28 42 135 150 137 332 94 31

行 政 職 技 能 労 務 職 員 41 1 14 25 1

俸 給 表 （二） 計 41 1 14 25 1

研 究 職 部 長 等 研 究 員 479 1 156 93 229

俸 給 表 研 究 員 144 144

研 究 補 助 員 7 7

計 630 1 156 93 229 144 7

専門スタッフ職 専 門 職 2 2

俸 給 表 計 2 2

 備考

 　１ 　行政職俸給表（一）の「課長」には、参事官、総務官、人事官、会計官、監察監査・評価官、事業計画官、事業監理官、

　　　技術計画官、技術振興官、原価管理官、調達官、ユニット長及びプログラム管理官を含む。

 　２ 　行政職俸給表（一）の「課長補佐」には、班長を含む。

 　３ 　行政職俸給表（一）の「係長」には、班長を含む。

　 ４ 　行政職俸給表（一）の「専門職」には、室長及びセンター長を含む。

　 ５　 研究職俸給表の「部長等研究員」には、装備開発官、革新技術戦略官、研究統括官、試験場長、研究企画官、ユニット

　 　 長、分析官、室長、支所長、サテライト長、班長、調整官、管理官、補佐官、研究官、副室長、設計官、企画官、調査官

　　　及び専門官を含む。

　 ６ 　研究職俸給表の「研究員」には、専門官を含む。

防  衛  装  備  庁 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第２５ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 防衛省本省の内部部局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (5) (5)

俸 給 表 （一） 5 5

(5) (5)

5 5

行 政 職 (2) (2)

俸 給 表 （二） 2 2

(2) (2)

2 2

専門スタッフ職 (4) (4)

俸 給 表 4 4

(4) (4)

4 4

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第２６ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 防衛大学校

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (13) (13)

俸 給 表 （一） 14 14

(3) (1) (2)

4 1 3

(16) (1) (2) (13)

18 1 3 14

行 政 職 (4) (4)

俸 給 表 （二） 4 4

(4) (4)

4 4

医 療 職

俸 給 表 （二） 1 1

1 1

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第２７ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 防衛医科大学校

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (4) (4)

俸 給 表 （一） 4 4

(5) (5)

5 5

(9) (5) (4)

9 5 4

行 政 職 (4) (4)

俸 給 表 （二） 4 4

(4) (4)

4 4

教 育 職 (2) (2)

俸 給 表 （一） 2 2

(2) (2)

2 2

医 療 職 (2) (2)

俸 給 表 （二） 2 2

(5) (3) (2)

5 3 2

(7) (5) (2)

7 5 2

医 療 職 (9) (7) (2)

俸 給 表 （三） 9 7 2

(3) (3)

4 4

(12) (7) (2) (3)

13 7 2 4

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

医 療 技 術 員

計

看 護 師 長

看 護 師

計

技 能 労 務 職 員

計

助 教

計

薬 剤 師

主 任

専 門 職

計

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

計

技 能 労 務 職 員

計

薬 剤 師

計

内　部　部　局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

防 衛 大 学 校 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

防衛医科大学校 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

専 門 職

計

３１時間

３１時間

３１時間

主 任

専 門 職

３１時間

専 門 職

計

技 能 労 務 職 員

計



　 別表第２８ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 防衛研究所

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (13) (11) (2)

俸 給 表 （一） 13 11 2

(4) (4)

4 4

(17) (4) (11) (2)

17 4 11 2

研 究 職 (7) (7)

俸 給 表 7 7

(7) (7)

7 7

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第２９ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 統合幕僚監部

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (2) (2)

俸 給 表 （一） 2 2

(2) (2)

2 2

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （二） 1 1

(1) (1)

1 1

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第３０ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 陸上自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (3) (3)

俸 給 表 （一） 3 3

(3) (3)

3 3

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第３１ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 陸上自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (345) (345)

俸 給 表 （一） 387 387

(345) (345)

387 387

行 政 職 (312) (312)

俸 給 表 （二） 325 325

(312) (312)

325 325

医 療 職 (7) (7)

俸 給 表 （二） 7 7

(5) (5)

6 5 1

(12) (12)

13 12 1

医　　療     職

俸  給  表  (三) 1 1

1 1

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

専 門 職

計

３１時間

主 任 ３１時間

３１時間

３１時間

主 任

計

技 能 労 務 職 員

計

地　方　機　関

防 衛 研 究 所 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

統 合 幕 僚 監 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

陸 上 幕 僚 監 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

主 任

専 門 職

計

部 長 等 研 究 員

計

３１時間

３１時間

３１時間

職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

計

技 能 労 務 職 員

計

栄 養 士

医 療 技 術 員

計

３１時間

３１時間

３１時間

計

看　　　護　　　師 ３１時間



　 別表第３２ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 海上自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (78) (78)

俸 給 表 （一） 90 90

(78) (78)

90 90

行 政 職 (73) (73)

俸 給 表 （二） 79 79

(73) (73)

79 79

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第３３ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 航空自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (7) (6) (1)

俸 給 表 （一） 7 6 1

(4) (2) (2)

4 2 2

(2) (2)

2 2

(13) (2) (8) (3)

13 2 8 3

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第３４ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 航空自衛隊

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （一） 1 1

(55) (40) (15)

63 46 17

(56) (5) (51)

62 5 57

(23) (23)

25 25

(135) (5) (92) (38)

151 5 104 42

行 政 職 (69) (29) (40)

俸 給 表 （二） 78 29 49

(69) (29) (40)

78 29 49

医 療 職 (4) (1) (3)

俸 給 表 （二） 5 1 4

(1) (1)

1 1

(5) (1) (4)

6 1 5

医 　　療 　　職 (11) (1) (10)

俸 給 表 （三） 13 1 12

(11) (1) (10)

13 1 12

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

係　　　　　　　長 ３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

専 門 職

医 療 技 術 員

計

看 護 師

計

地 方 機 関 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

主 任

計

技 能 労 務 職 員

計

３１時間

３１時間

航 空 幕 僚 監 部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

地　方　機　関 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

一 般 職 員

計

技 能 労 務 職 員

計

栄 養 士

主 任

専 門 職

計

３１時間

３１時間

一 般 職 員 ３１時間

主 任 ３１時間



　 別表第３５ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 情報本部

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (2) (2)

俸 給 表 （一） 4 3 1

(16) (3) (13)

19 3 16

(18) (3) (15)

23 3 19 1

行 政 職 (2) (2)

俸 給 表 （二） 3 3

(2) (2)

3 3

研 究 職 (1) (1)

俸 給 表 1 1

(1) (1)

1 1

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第３６ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　防衛監察本部

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (8) (2) (6)

俸 給 表 （一） 8 2 6

(8) (2) (6)

8 2 6

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第３７ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （一） 1 1

(13) (2) (7) (4)

13 2 7 4

(14) (2) (7) (4) (1)

14 2 7 4 1

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （二） 1 1

(1) (1)

1 1

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第３８ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (12) (2) (10)

俸 給 表 （一） 12 2 10

(4) (4)

4 4

(16) (2) (14)

16 2 14

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

専 門 職

 事務所専門職、
 出張所専門職

３１時間

３１時間

主 任 ３１時間

専 門 職

技 能 労 務 職 員

計

専 門 職

計

３１時間

主 任 ３１時間

３１時間

情  報  本  部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

防衛監察本部 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

北海道防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

計

専 門 職

計

３１時間

研 究 員 ３１時間

計

技 能 労 務 職 員

計

３１時間

３１時間

東北防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

計



　 別表第３９ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (11) (11)

俸 給 表 （一） 11 11

(18) (5) (6) (7)

19 5 7 7

(7) (2) (2) (3)

7 2 2 3

(3) (3)

3 3

(39) (7) (8) (10) (11) (3)

40 7 9 10 11 3

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第４０ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （一） 1 1

(1) (1)

1 1

(18) (4) (7) (7)

19 4 7 8

(7) (1) (3) (3)

7 1 3 3

(2) (1) (1)

2 1 1

(29) (5) (11) (11) (2)

30 5 11 12 2

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第４１ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (2) (2)

俸 給 表 （一） 2 2

(18) (3) (9) (6)

20 3 11 6

(11) (2) (6) (3)

13 2 7 4

(1) (1)

1 1

(1) (1)

1 1

(33) (5) (15) (10) (3)

37 5 18 11 3

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第４２ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職

俸 給 表 （一） 1 1

(3) (3)

3 3

(2) (2)

2 2

(5) (5)

6 5 1

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

主　　　　　　　任

専      門      職

計

３１時間

３１時間

計

主 任

専 門 職

支 局 専 門 職

３１時間

３１時間

３１時間

 事務所専門職、
 出張所専門職

３１時間

専 門 職

 事務所専門職、
 出張所専門職

３１時間

３１時間

23.25時間

３１時間

主  　　　 　 任

３１時間

23.25時間

南関東防衛局

主 任

専 門 職

 事務所専門職、
 出張所専門職

一 般 職 員

計

３１時間

３１時間

３１時間

近畿中部防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

中国四国防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

 事務所専門職、
 出張所専門職

一 般 職 員

計

３１時間

３１時間

北関東防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級



　 別表第４３ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （一） 2 2

(13) (1) (8) (4)

13 1 8 4

(4) (1) (1) (2)

5 1 2 2

(18) (2) (9) (6) (1)

20 2 10 6 2

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （二） 1 1

(1) (1)

1 1

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第４４ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 地方防衛局

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (3) (3)

俸 給 表 （一） 3 3

(18) (2) (3) (13)

18 2 3 13

(2) (2)

2 2

(23) (2) (3) (15) (3)

23 2 3 15 3

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第４５ （第２条、第６条関係）

　 　 組織　 防衛装備庁

部　　局

俸　給　表 職　　　名 勤 務 時 間 総　数 １０級 ９　級 ８　級 ７　級 ６　級 ５　級 ４　級 ３　級 ２　級 １　級

行 政 職 (1) (1)

俸 給 表 （一） 1 1

(38) (19) (19)

40 20 20

(39) (19) (19) (1)

41 20 20 1

行 政 職 (3) (3)

俸 給 表 （二） 3 3

(3) (3)

3 3

研 究 職 (39) (35) (4)

俸 給 表 43 39 4

(39) (35) (4)

43 39 4

専門スタッフ職 (2) (1) (1)

俸 給 表 8 4 4

(2) (1) (1)

8 4 4

備考　この表における定数のうち、暫定再任用短時間勤務職員は内数であり（　）で示す。

　 別表第４６ （第３条関係）

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

３１時間

研 究 員

計

専 門 職

計

計

主 任

専 門 職

技 能 労 務 職 員

計

主 任

専 門 職

 事務所専門職、
 出張所専門職

計

３１時間

３１時間

技 能 労 務 職 員

計

沖縄防衛局

３１時間

計

３１時間

主 任

専 門 職 ３１時間

 事務所専門職、
 出張所専門職

３１時間

３１時間

職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

防 衛 装 備 庁 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

九州防衛局 職　　　　　　　務　　　　　　　の　　　　　　　級

行政職

俸給表

（一）

自衛隊

教　官

俸給表

行政職

俸給表

（二）

教育職

俸給表

（一）

研究職
俸給表

医療職

俸給表

（一）

医療職

俸給表

（二）

医療職

俸給表

（三）

４級 １級 ３級 ３級 ２級 ５級 ５級

備考　行政職俸給表（一）４級に対応する自衛隊教官俸給表１級は、任命権に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令

　  第４号）別表において行政職俸給表（一）４級に対応するものとする。



別表第４７ （第４条関係）

同一俸給表間の流用

俸給表の名称
甲 乙

職 名 職務の級 職 名 職務の級

行政職俸給表(一) 一般職員以外の職名 各 級 一 般 職 員 ２級以下

准 教 授 ３ 級

教 授 ４ 級 講 師 ２ 級

教育職俸給表(一)
助 教 １ 級

准 教 授 ３ 級
講 師 ２ 級

助 教 １ 級

講 師 ２ 級 助 教 １ 級

部長等研究員 各 級
研 究 員 ２ 級

研 究 職 俸 給 表 研 究 補 助 員 １ 級

研 究 員 ２ 級 研 究 補 助 員 １ 級

医療職俸給表(二) 薬 剤 部 長 ７ 級 薬 剤 師 ３級以下

医療職俸給表(三) 看護師以外の職名 各 級 看 護 師 ２級以下

備 考 甲欄に「各級」と定められている場合においては、流用に係る甲欄の職務の級の定数

は、乙欄の職務の級のうち、流用に係る甲欄の職務の級以下の職務の級の定数に限り、

流用することができる。

別表第４８ （第４条関係）

異なる俸給表間の流用

甲 乙

俸給表の名称 職 名 職務の級 俸給表の名称 職 名 職務の級

行政職俸給表(一)
各 職 名 各 級 行政職俸給表(二) 技能労務職員 ２級以下

技 術 職 員 ２ 級 医療職俸給表(一) 医 師 １ 級

行政職俸給表(二) 技能労務職員 各 級 医療職俸給表(三) 看 護 師 ２級以下

各 職 名 ２級以上
行政職俸給表(一) 一 般 職 員 １ 級

研 究 職 俸 給 表
行政職俸給表(二) 技能労務職員 ２級以下

医療職俸給表(一) 医 師 １ 級 行政職俸給表(一) 技 術 職 員 ２級以下

医療職俸給表(三) 各 職 名 各 級 行政職俸給表(二) 技能労務職員 ２級以下

備 考 行政職俸給表（二）の技能労務職員の定数を医療職俸給表（三）の看護師の定数に

流用する場合は、看護助手で看護師又は准看護師の免許を取得し、看護師又は准看護

師に任用されたものの数の範囲内とする。



別記様式第１（第４条関係）

級 別 定 数 流 用 承 認 申 請 書

年 月 日

防 衛 大 臣 殿

（職 名）

事務官等の級別定数の管理運用に関する訓令（昭和 42 年防衛庁訓令第 7 号）第４条第２

項の規定により申請する。

１．部局名

２．流用を必要とする職名、俸給表名及び級並びに数

３．流用しようとする職名、俸給表名及び級並びに数

４．級別定数の現状

別紙級別定数管理簿（写）のとおり。

５．流用を必要とする理由

別記様式第２（第５条関係）

暫 定 定 数 設 定 上 申 書

年 月 日

防 衛 大 臣 殿

（職 名）

事務官等の級別定数の管理運用に関する訓令（昭和 42 年防衛庁訓令第 7 号）第５条第２

項の規定により、別紙のとおり上申する。



する級

現在

暫 定 定 数 設 定 調 書 別紙

設定を必要と 職俸給表（　　　　　）

級

６級

在 官 在 職 年 月

民 間 そ の 他 年 月

総　数 １０級 ９級 ８級 ７級

実 行 定 数

標 準 定 数

現 在 員

記 載 事 項

官 職 名 級 別 定 数 上 の 職 名

氏 名

計 年 月 年 月 日 設 定 希 望学 歴 ・ 資 格
卒 業 年 次 年 月 在 級 年 数 年 月 官庁における俸給等

級
区分 ５級 ４級 ３級 年 月 日

お も な 勤 務 略 歴

   年　　    月　　    日 記 載 事 項

級別定数現在員数は、　　　　　年　　　月　　　日

備　考

改定要求定数



別記様式第３（第６条関係）

級 別 定 数 管 理 簿

別表第 部 局 名
職 名 俸給表（ ）

標準定数 組織名
設定又は改訂年月日 総 数 10 級 ９ 級 ８ 級 ７ 級 ６ 級 ５ 級 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 備 考

暫定定数

設 定
暫定定数設定の

区 分 総 数 10級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 通 知 文 書 番 号 備 考
年月日

（日 付）

記載上の注意事項
１．この帳簿は、第２条に規定する級別定数の別表ごとに作成する。
２．この帳簿における次の用語は、当該各号に掲げるとおりとする。

（１）標準定数 第２条の規定に基づき別表ごとに定める級別定数をいう。
（２）暫定定数 第５条の規定に基づき別表ごとに暫定的に定める級別定数をいう。
（３）実行定数 暫定定数設定後における標準定数の実行上の定数（標準定数が定められていない職名については、暫定定数の和の定数）をいう。

３．この帳簿は、標準定数の増減又は暫定定数の設定、改廃に伴い、その都度的確に整理するものとする。


